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地 方厚生(支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部(局)

事務連 絡

平成 22年 6月 30日

国 民健康保険主管課(部) ~ 御中

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課(部)

厚生労働省保険局医療課

「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書(希望区分B) に

記載する機能区分ロードについてJの一部改正について

標記については、本日、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一

部を改正する件J (平成22年厚生労働省告示第259号)が公布され、平成22年 7月 1日

から適用されることとされたことに伴い、「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希

望書(希望区分B) に記載する機能区分コードについてJ(平成22年 3月 5日事務連絡)

を次のように改正し、平成22年 7月 1日から適用することとしたのでお知らせいたしま

す。

1 jjlj表 E区分086を次のように改める。

086 脊髄刺激装置用リード

(1) リードセット

(2) アダプター

記

B00208601 

B00208602 



2 別表 E区分087に次のように加える。

(4) 疹痛除去用 (16極以上用)

3 別表 E区分113の(1)の①に次のように加える。

ウ 誤感知防止型

4 別表H区分123を次のように改める。

123 経皮的カテーテノレ心筋焼灼術用カテーテル

(1) 標準型

(2) イリゲーション型

5 別表 E区分133の(11)に次のように加える。

③ コイル留置用ステント 3

6 別表 E区分に次のように加える。

160 埋込型迷走神経電気刺激装置

161 迷走神経刺激装置用リードセット

162 経皮的心腔内リード除去用レーザーシースセット

B00208704 

B00211301013 

B00212301 

B00212302 

B0021331103 

B002160 

B002161 

B002162 
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「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書(希望区分B)に記載する機能区分コードについて」の一部改正について

改正 後 一 現行

、、・

(参考)

(傍線の部分は改正部分)

6部、第9部、第10部及び第11部に規定す石特定保険医療材料 E 6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料


